
平成 29年度 まちづくり懇談会意見・要望等年度末進捗状況 内容・担当課一覧 

 

 番号 
要望内容 

（Ctrl+クリックで飛びます） 
担当課 

田中 

1 空き家対策について 
地域づくり・移住定住支援室、 

建設課 

2 海野宿の魅力あるまちづくりについて 地域づくり・移住定住支援室 

3 市役所前交差点の改善について 建設課 

4 家庭内教育支援プログラムについて 教育課 

5 公園等設置の遊具管理について 総務課 

6 城ノ前内通過車両軽減について 生活環境課、建設課 

7 市内防犯カメラの設置について 生活環境課 

滋野 

1 災害対策について 総務課 

2 消火栓の錆付について 消防課 

3 雷電生家、資料館に駐車場整備について 生涯学習課 

4 デマンド交通について 商工観光課 

5 地域活動備品貸出制度の件について 地域づくり・移住定住支援室 

祢津 

1 せせらぎ公園及び中央公園について 生涯学習課 

2 移住定住、空き家対策について 地域づくり・移住定住支援室 

3 
地元（受益者）負担金のある通り抜け道路の改修に

ついて 
農林課 

4 東部湯の丸サービスエリアでの直売について 地域づくり・移住定住支援室 

5 御堂開発工事について 
農林課、文化・スポーツ推進

室 

6 
東部～嬬恋線の緊急迂回道（奈良原西側の道路）に

ついて 
建設課 

和 

1 和児童館の早期移設について 教育課 

2 県道大屋停車場・田沢線の安全対策について 生活環境課、建設課 

3 空き家の対応について 建設課 

4 
災害発生時における行動指針等の講習会開催につい

て 
総務課 

北御牧 

1 八重原用水に関する観光化について 農林課、商工観光課 

2 御牧原台地にクラインガルテンの設置について 農林課 

3 北御牧庁舎の活用と周辺整備について 

総務課、市民課、地域づくり・

移住定住支援室、生涯学習課、

教育課 

4 小学校単位の地域づくりについて 地域づくり・移住定住支援室 

5 地域づくりの担い手やリーダーの育成強化について 
地域づくり・移住定住支援室、

生涯学習課、教育課 

6 北御牧グランド南側の空き地利用について 総務課 



平成 29 年度 まちづくり懇談会意見・要望等進捗状況（30年２月末現在） 

【田中地区】 

番号 要望内容 担当課 当日回答 現状及び結果（30年２月末現在） 

１ 

空き家対策について 

 
 少子高齢化に伴い人口減少が進み、
空き家が増加しています。住宅密集地
で植木が生い茂り、通行の妨げ・雑草・
害虫・火災の危険・日照権問題等。市
で空き家実態調査をして頂いた様です
が、有効活用と空き家バンクについて
の成果をお聞きしたい。また今後市と
してはどのような取組をしていくのか
お聞かせ願いたい。 
 

地域づく
り・移住定住
支援室、 
建設課 

平成 27 年度に実施しました空き家等実態調
査の結果、市内全域で 446件の空き家があり、
内 2件が空き家バンクの登録となりました。 
今後の取り組みについては、今年度、地域住

民・学識経験者等で構成する空家等対策協議会
を立ち上げ、協議会との協議により空家等対策
計画を作成し、生活環境に悪影響をもたらす管
理不全な空き家（特定空き家）の対策や空き家
の利活用を推進してまいります。 
また、空き家バンクの活用については、引き

続き、広報やＨＰ、納税通知書へのチラシの同
封等により市民に対する制度のＰＲを行い、活
用を呼び掛けていきます。 

平成 30 年３月に東御市空家等対策計画の策定
が完了し、30年度以降から特定空家と思われる建
物の現地立ち入り調査を順次実施していきます。 
現地立ち入り調査の結果を受け、東御市空家等

対策協議会での協議により、特定空家等と認定し
た空き家については、所有者に対して改善に向け
た指導・助言、勧告等の措置を行っていきます。 
また、市内にある空き家の有効活用の促進を目

的として、平成 30 年度から東御市空き家片付け
補助金交付制度を新設いたします。 

２ 

海野宿の魅力あるまちづくりについ

て 

 
 現在の保存会の組織に限界があるこ
とで、NPO 法人の設立が必須と考える
が、立ち上げ後の移行業務に市からの
知恵等を拝借したい。 
 

地域づく
り・移住定住

支援室 

NPO 法人を設立することは、保存会が将来
に亘って持続可能な活動をしていくための体
制づくりとして有意義であると考えます。市で
は、引き続き、設立後の業務等についても情報
提供やご助言等させていただきますので、地域
づくり・移住定住支援室へご相談ください。 

当日回答のとおりです。 

３ 

市役所前交差点の改善について 

 
 平成 28 年度の回答では、「現状では
交差点形状が悪く・・・」と言う回答
でした。 
 現在は、旧内山石油跡地が更地にな
っており、県から稲荷町に向かっての
道路に右折・左折レーンを設置し、渋
滞解消を図る絶好の機会と思われるが
ご検討いただきたい。 
 

建設課 

当交差点の市道側は、平成 18 年度歩道設置
工事の際に改良を行い、現在に至っておりま
す。新たに右折・左折を設置するには、それぞ
れの車線に必要な長さの確保等の課題があり
ますが、昨年度ご要望をいただいた「県道稲荷
町の改良」を含めた渋滞緩和の方策を、引き続
き国・県等の関係機関と現地調査等を行い、要
望・検討してまいります。 

８月に長野県都市・まちづくり課の現地調査があ
り、慢性的な渋滞と危険な現状を説明したとこ
ろ、県道稲荷町線の再整備に絡めた交差点形状の
改良の必要性等について、県にも十分な理解をい
ただきました。また、市では当交差点周辺の将来
像について研究を進め、その結果を踏まえ、引き
続き関係機関と協議してまいります。 



４ 

家庭内教育支援プログラムについて 

 
（1）子ども達は地域の宝であり、大切

に育て将来地域を担う立派な人に
なってほしいと皆願っているとこ
ろです。しかしながら、各家庭で
はお父さんやお母さんが子育てで
多くの難問に直面しておられま
す。とりわけ中学生・高校生を持
つ家庭ではことさら大変で、子ど
もとどう向き合ったら良いかなど
悩みは多く試行錯誤をされていま
す。そうしたお父さんやお母さん
を支援する取組をお願いしたい。 

（2）具体的目標としては、家庭内教育
に最低限必要な知識・スキルが身
に付く様にする。従ってスクール
カウンセラーやキャリアコンサル
タントなどの専門家を講師に招
き、講座方式でロールプレイも含
め実践できるように講座を開設し
てほしい。 

（3）具体的な講座としては ①子供と
の接し方（ラポールを高める為の） 
②モラルを高める為のしつけの仕
方 ③家庭内でできるキャリア教
育 ④人間力を身に付けさせる為
の家庭内教育方法 

 

教育課 

保護者の就労や家族構成など、現代社会の
様々なことを原因として子育てに困難や悩み
を抱えているご家庭が増えており、支援の必要
性を認識しており、市では、教育委員会におけ
る「とうみ・でんわ・そうだん」の設置や子育
て支援課における子育て支援ポータルサイト
の開設など取組みを行っております。 
関係する部署と連携し、子どもの成長段階に

応じた支援体制と相談体制の充実を図って参
ります。 
（2）、（3）の具体的な取組み例については

参考にさせていただきます。 

支援が必要な児童生徒や保護者に対し、切れ目
のない支援を行うため、子育て支援課、健康保健
課、福祉課、教育課など、庁内の関係する部署と
の連携を目的とした作業部会を立ち上げました。 
子育て支援等について連携した対応を行って

まいります。 
子育て支援ポータルサイト「すくすくぽけっ

と」のトップページにライフステージ毎に検索で
きるよう表示をしており、それぞれの成長に必要
な情報や、メール相談機能、国及び県等関連リン
クを掲載していますので、ぜひご利用いただけれ
ばと思います。 

５ 

公園等設置の遊具管理について 

 
 市内公園等設置の遊具は①市管理②
区管理の２種類がある。公園等の開設
事情や遊具設置に係る補助金等の関係
を含め管理単位が違ってくるのかもし
れないが、区管理の遊具の定期点検に
ついては、「公園・広場等の遊具管理に
関する覚書」により、市が①点検会社
を指定し②公園施設製品整備士③同製
品安全管理士により実施し、機能判定
を管理区へ結果を通知していただいて

総務課 

区が管理する公園、広場等に設置される遊具
については、所有者及び管理責任者を明確化す
るため、遊具の管理（日常点検を含む）は管理
者（区等）が行い、市内の統一的な安全確保の
観点から年 1 回の遊具定期点検（専門業者委
託）は市の負担で行い、その結果を管理者へ報
告する等を明記した「公園広場等の遊具管理に
関する覚書」を締結する形での管理を始めて間
もない状況です。 
 今年度から専門業者による定期点検につき
ましては、複数の区からの要望もあり、区長立
会のもと実施する予定となっておりますので、

区が管理する公園、広場等に設置される遊具に
ついては、所有者及び管理責任者を明確化するた
め、遊具の日常点検は区が行い、専門業者による
年１回の遊具定期点検は市の負担で行う形で３
年目を向かえ、定着しつつあると考えておりま
す。今年度、専門業者による点検時に、はじめて
区長の立会を頂き、異常または修繕の状況が詳細
にご理解いただけたものと受け止めております。    
区に管理いただいている、遊具につきまして

は、今後も日常点検を継続して頂き、修繕や撤去
につきましては、専門業者による点検時にご相談
のうえ必要に応じ生涯学習課所管の区民広場等



いる。当区管理の遊具７製品について
は、その全てが『異常あり、修繕また
は対策が必要』のＣ判定となっている。
基本的には修繕終了まで使用不可と思
われますが、市から送達された文書但
し書きによれば異常あり・修理必要、
但し『概ね１～５年以内での修繕また
は、更新が必要』となっている。遊具
の更新・修繕は多額の経費負担が生ず
るため、同じ判定ランクでも製品ごと
にプライオリティー付を行うとともに
点検会社による修繕費用の概算をお示
し願えれば修繕等に対応しやすいと思
う。出来ることなら全施設の製品の更
新・修理・撤去について市で一括管理
してもらえればありがたいと思う。 
 

判定ランクの結果のみならず、今後の修繕や撤
去に関し優先順位や金額的な確認・相談をする
ことができるようになると考えております。 
 日常点検も含め市内にある遊具すべてを市
が施設の更新・修理・撤去について一括管理す
ることは、設置された趣旨や財政面から困難で
あると考えておりますので、現行の補助金によ
る支援を維持してまいりたいと考えておりま
す。 

整備事業補助金を活用して修繕や撤去をして頂
ければと考えております。 

６ 

城ノ前内通過車両軽減について 

 
 丸子・東部インター線の他、東御・
望月線の県道の車交通量も年々増えつ
つあり、常田交差点・常田南交差点付
近の渋滞が目立っておりますので解消
の方法を考えてほしい。ドライバーは
迂回路として丸子・東部インター線マ
ツヤ下の交差点と東御・望月線サン薬
局様前の十字路間の、城ノ前内の生活
道路に入り込む車両が増えており、地
元生活者に危険が伴う状況が見受けら
れますので回避する方法を検討してほ
しい。 
 例えば、農業資材店の「大地」北付
近からカクイチ南の交差点付近までの
バイパス道の新設を要望します。 
 

生活環境課、 
建設課 

城ノ前団地内の交通安全につきまして、長野
県公安委員会へ通過車両の交通規制を要望す
ることができます。上田警察署が 12 月に取り
まとめる「安全対策に係る要望」に向け、関係
区長さんをはじめ、地元安全協会役員の皆さん
等と協議をさせていただきます。 
また、現在県道東部・望月線の道路改良工事

を進めていることから、市として新たにバイパ
ス道について計画はございません。 

地元区長及び安協関係者と現地立会いを行い
ました。現地立会いの際に要望がありました、城
ノ前区から県道丸子・東部インター線への向かう
信号機の改良、ゾーン 30 の路面表示の追加につ
いて、上田警察署へ要望をいたしました。 
上田警察署からは、信号機の直近まで近づかな

いと青信号が判別できない信号機への改良は、速
度の抑制にはつながらないことから、視覚的に減
速を促す路面表示等で対策をしてはどうかとの
提案がありましたので、今後、関係者と協議をし
て参ります。 
また、バイパス道の新設については、当日回答

のとおりです。 



７ 

市内防犯カメラの設置について 

 
 最近田中地域内においても、空き巣
が何件か発生していると聞いています
が、目撃者も無く証拠が少ない場合が
多く警察はその犯人特定に苦慮されて
いることと推測します。国内外の犯罪
の犯人特定に防犯カメラの映像が決め
手になることが多く報じられ、防犯に
大きく効果があるとされています。現
在の設置状況をお聞きすると同時に、
市内の安全・安心のため児童通学路な
ど優先順を付けて徐々に防犯カメラの
設置することを要望します。 
 

生活環境課 

市における防犯カメラの設置状況につきま
して、管理上必要と市が判断した建物等にビデ
オカメラを設置しておりますが、設置数及び場
所等は、設置目的を考慮し公表を差し控えさせ
ていただいております。 
また、今後につきましては、現在市では設置

する計画はなく、防犯灯の設置、区や防犯協会
等の地域の皆様、警察等関係機関と連携した防
犯パトロール等により防犯活動に努めてまい
る考えです。 
なお、長野県警が今年度から開始した「自治

会等が設置する防犯カメラの設置補助事業」に
つきましては、先月、区長の皆様にご案内いた
しましたので、ご検討をお願いいたします。 
 

防犯灯の設置、防犯協会や警察等関係機関と連
携した防犯パトロール、啓発活動を継続して行い
ました。 
また、各区にご案内した長野県警による街頭防

犯カメラ設置促進事業について、長野県警に確認
したところ、29 年度における東御市内の自治会か
らの申請はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 まちづくり懇談会意見・要望等進捗状況（30年２月末現在） 

【滋野地区】 

番号 要望内容 担当課 当日回答 現状及び結果（30年２月末現在） 

１ 

災害対策について 

 
 昨年 12 月糸魚川大規模火災が起きた
ことによる、市の防災対策への取り組み
（調査・点検等）及び見直した点等があ
りましたら教えてください。 

総務課 

糸魚川市に限らず、木造建築物が多い地域は
どこでも起こりうる火災として、改めて予防対
策の重要性を認識しました。 
 市及び上田地域消防本部では、危険性が高い
地域の確認の他、広報車等による防火意識の啓
発強化、火災の早期覚知対策としての火災警報
器の設置・点検、消防団の充実強化など、必要
な対策の強化に努めております。 

引き続き、上田地域広域連合消防本部、消防
団と連携し、木造建築物が多く危険性が高い地
域を重点としながら、広報車等による防火意識
の啓発強化、火災の早期覚知対策としての火災
警報器の設置・点検、消防団の充実強化など、
必要な対策の強化に努めております。 

２ 

消火栓の錆付について 

 
 錆付の為、放水が出来なかった実例が
あり、緊急有事対応の為にも確実な点検
の実施を今後どの様に行っていくのか
教えてください。 

消防課 

消火栓が有事の際に使用できるよう市内を５
地区に分け、年に１地区を業者に依頼し、開閉
点検を行っています。 
また、消防団の協力をいただき、錆落としと

塗装を順次行っています。 

消火栓の機能に精通した専門業者による機能
点検につきましては、今後点検の頻度を増やし
たいと考えております。また、機能点検により
放水操作部が固い等、開閉操作に支障があると
報告された消火栓につきましては、28年度まで
に修理が完了しております。今後も支障がある
と報告された消火栓につきましては、現地確認
後、早急な対応に努めてまいります。 
消防団及び消防署では機能点検以外の本体の

外観点検や周囲の草刈、筒先やホース等の確認
を定期的に実施しております。署員の点検につ
きましても、今後点検の頻度を増やして実施し
て行く予定でおります。また、消火栓の錆落と
しと塗装につきましては、今後も継続して消防
団の協力をいただき、実施してまいります。 

３ 

雷電生家、資料館に駐車場整備につい

て 

 
 雷電生家に駐車場が欲しい、乗用車が
数台駐車できればと思います。近隣の地
権者の方は土地の提供をしても良いと
のお話も出ておりますので生誕 250 年
にあたり、是非駐車場の整備を市の方で
検討をお願い致します。 
 

生涯学習課 

これまでも駐車場整備の要望があり、検討し
た経過があります。生家に新設する土地を想定
した場合には、南北に段差がある地形であるこ
とや、道路から河川（1 級河川）を横断するた
め、多額の工事費が見込まれることから、これ
までのところ実施に至っておりません。 
今回新たな提案をいただきましたので、関係

者、関係機関と検討しております。 

駐車場につきましては、整備が難しいことは
お答えしたとおりです。 
しかし、来館者が路上駐車すること等により

車両のすれ違いに支障をきたしており、これら
を解消するため、平成 30年度におきましては東
側道路の一部拡幅工事を実施する計画でおりま
す。 



４ 

デマンド交通について 

 
 デマンド交通について、予約は 1 日前
までと聞いたが本当ですか。1 日前とな
ると急ぎの場合は使えない、当日は無理
ですか。又運転手の対応が良くない、愛
想が悪い為現在はタクシーを利用して
いるがサービスの面で指導はできない
のか。 
 

商工観光課 

予約は、当日の運行開始 30分前まで受け付け
ていますが、満車などの場合には、お断りする
場合がありますので、できるだけ早めのご予約
をお願いしています。 
 また運転手の対応に対するご意見について
は、必要の都度、十分に指導しておりますが、
今後もお気づきの点がございましたら、ご連絡
いただきますよう、お願いいたします。 

当日回答のとおりです。 

５ 

地域活動備品貸出制度の件について 

  
特例許可の枠を作って欲しい。 

 環境美化等の作業で朝6時から実施す
る場合は利用出来ない不便さがある、基
準は1日単位となっており前日から借用
が出来ない、又２ｔトラック・軽トラ・
刈り払い機など日曜早朝使用となると
使用できない事となる。前日貸出出来る
よう検討願いたい。 

地域づく
り・移住定
住支援室 

一般備品の貸出期間は、最長３日間となりま
すので、期間内であれば前日からの貸出しもで
きます。但し、公用車（軽トラック等）は、安
全な保管を徹底するため１日単位の貸出しにな
りますのでご了承願います。また、貸出時間に
ついては、原則午前８時 30 分から午後５時 15
分までですが、それ以外については、事前にご
相談ください。 

当日回答のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 29 年度 まちづくり懇談会意見・要望等進捗状況（30年２月末現在） 

【祢津地区】 

番号 要望内容 担当課 当日回答 現状及び結果（30年２月末現在） 

１ 

せせらぎ公園及び中央公園について 

 
①せせらぎ公園について樹木や草花を
植えてもっと親しみやすい公園にし
たいと要望がある。市として植栽でき
ないか。またここ 2～3 年前から祢津
小学校で夏場、授業として川遊びをし
ていてトイレに不自由している。 ト
イレの設置はできないか。 

②他市町村で公営プールが廃止される
中、市営プールを充実させたらどう
か。他市町村からも利用者が来ると考
えられるが。 

③中央公園の親水池改修工事の内容を
聴きたい。 

④中央公園の森の中の川をもっと整備
して子ども達が水遊びできるように
してほしい。 

 

生涯学習課 

①せせらぎ公園は、マレットゴルフ場として整
備されていましたが、他施設の利用により利
用者が減少したため廃止し、現在は草刈りを
実施し環境保全のみを行っています。地元の
皆さんにも河川の清掃も行っていただき感謝
しております。ご要望の植栽及びトイレ設置
につきましては、河川を含めた一体の有効利
用や管理方法の検討が必要です。公園の活用
についてご提案いただければ、共に検討して
まいりたいと考えます。 

 
②市民プールにつきましては、体育施設のあり
方検討会の報告を参考に改修工事を進めてお
ります。安全面からウォータースライダーを
撤去しますが、流水プールについては改修に
より既存の規模は維持しリニューアルオープ
ンをしております。 

 
③これまでの親水池は、誰もが安全に水に親し
める施設「くじら噴水」として 4月 27日にオ
ープンしたところです。整備面積は約 1,200
㎡で、直直上、アーチ、ミストと 3 種類の噴
水は、近隣市町村には無い大きな施設という
ことで、市内外のお客様でにぎわっておりま
す。 

 
④公園内の森の中の川は、以前、棚田のように
池が連なる菖蒲田でしたが、近年は水量が減
り菖蒲も絶えてしまいました。このため落葉
等が堆積しがちであるため、川の流れの支障
とならないよう、落葉さらいを行うなど環境
の悪化防止に努めている状況であります。 

①夏場に小学校が川遊びをする間、その場所付
近に臨時仮設トイレを設置して対応をしまし
た。今後も、状況に応じて臨時的な仮設の設
置での対応を考えています。 

 
 
 
 
 
 
 
②今後も市民プールを計画的に改修等を行って
参ります。 

 
 
 
 
 
③本年度は、4月 27日から 9月末まで噴水を稼
動しました。週末や祝日、夏休みなどには多
くの家族連れの皆さんが訪れました。 

 
 
 
 
 
④11月の中央公園内の清掃にあわせ、川の流れ
の支障とならないよう落葉等を取り除きまし
た。 



２ 

移住定住、空き家対策について 

 
移住定住者に対して補助制度はある

か。子育て世代の東御市への定住を増や
すために、マイホーム新築費、土地購入
費、住宅解体費、中古住宅購入費等で補
助金制度を取り入れてもらいたい。 
 

地域づく
り・移住定
住支援室 

移住定住者を対象とした補助制度はありませ
んが、定住促進を進めるうえでの基本的な考え
として、個人へ補助金交付などの一時的な経済
支援で定住を促すのではなく、東御市ならでは
の定住の利点や魅力を理解していただき、誰も
がずっと住み続けたくなるまちづくりを今後も
進めていくことが大切だと考えております。そ
のために、第３子以降の保育料の無料化をはじ
めとした子育て支援や雇用創造協議会による
様々な雇用促進事業の実施など、市の魅力を高
める施策を今後も展開してまいりたいと考えて
おります。 

当日回答のとおりです。 

３ 

地元（受益者）負担金のある通り抜け道

路の改修について 

 
 現在多くの道路（農道）が不特定多数
の人が通り、受益者を特定できない。ま
た各区の財政も厳しい状況である。全額
市負担でできないか。 

農林課 

ほ場整備等で整備された農道扱いの道路につ
きましては、主に地元の農家の方が耕作等に使
用されているため、道路巾により 30％若しくは
45％の工事費の地元負担をお願いしておりま
す。 
 ご提案につきまして、以前は主に農耕用のみ
に利用されていた道路が、周辺の環境が変わっ
たため、不特定多数の方が利用する状況に変化
している場合も考えられますので、道路工事等
の必要が生じた場合は農林課、または建設課に
ご相談をいただき、できるだけ地元負担が軽減
できるような工事方法や補助制度をお示しした
いと考えております。 

当日回答のとおりです。 

４ 

東部湯の丸サービスエリアでの直売

について 

 
現在、地域づくりの会では東御市の観

光パンフレットの配布と地元農産物の
PR を兼ねて直売会を行っている。手数
料（出店料）を取らないようにできない
か。 

地域づく
り・移住定
住支援室 

サービスエリア内での物販については、東日
本高速道路株式会社の土地を使用するため、公
的な目的で使用する場合でも、当該会社の規定
に基づく使用料が発生します。ご理解をお願い
します。また、使用料については、地域づくり
の会に今年度交付しています「市の地域づくり
推進交付金」を充てることもできますので、ご
検討ください。 

当日回答のとおりです。 



５ 

御堂開発工事について 

 
①御堂地区荒廃農地復旧事業及び湯
の丸高原整備計画の進捗状況につ
いて聞きたい。 

②御堂工事期間中の大雨対策は大丈
夫か（特に御堂沢が心配）。 

③また下方近辺周囲に展望を妨げる樹
木林がある（大日堂周～定津院）。切
れないか。 

①農林課、
文化・スポ
ーツ推進室 
②、③農林
課 

①御堂地区の事業実施状況につきましては、地
区南側部分の 12ha の区画整理工事が第１工区
として実施中であり、平成 30 年 10 月に完成予
定です。 
現在の状況ですが、5 月末までに樹木の伐採、

搬出が終わり、６月より抜根作業や仮設排水路
の設置、仮設の土砂溜め池工事が行われていま
す。本年度中には残りの地区北側部分の 16ha
の区画整理が第 2 工区として 9 月に発注の予定
で、事業完了は平成 31 年 10 月を予定しており
ます。 
 その他、地区外排水路、祢津東川の整備につ
きましては、現在測量・設計を進めており、30
年度から工事実施の予定でございます。 
 農地中間管理機構への農地貸付けにつきまし
ては、平成 29 年 3 月末時点で、面積ベースで全
体の 96％（29.2／30.4ha、地権者 139／145 人）
となっており、引続き残りの地権者と交渉を進
めているところでございます。 
また、栽培希望者は、現在公募中であり、年

内に概ね確定する予定となっております。 
非農用地の活用方法につきましては、信州大

学に委託する中で専門家の意見を参考に地元地
域の皆様と協働で、地域振興につながる活用構
想の策定を進めてまいります。 
 湯の丸高原の施設整備状況につきましては、
駐車場、キャンプ場炊事場、トイレの改修がす
でに終了しておりますが、今年度、高原ホテル
裏側のテニスコート周辺に 400ｍトラックと
800ｍの林間ジョギングコースを、併せて、スキ
ー場の地形を活用した約２キロのトレイルラン
コースを整備することとなっております。また、
自然学習センターも改修し、観光客向けビジタ
ーセンター化を図る予定です。加えて、今年度
と来年度の２ヵ年でキャンプ場までの通路を整
備することとなっています。 
 高地トレーニング用のプール施設誘致につき
ましては、湯の丸高原荘ともども、引き続き国
への整備要望を継続するとともに、なお、高原
荘につきましては利活用策も並行して検討して
まいります。 
 屋内運動施設（体育館）につきましては、整

①御堂地区の事業実施状況につきましては、地
区南側部分の 12ha の区画整理工事が第１工区
として、平成 30 年 10 月に完成予定、また地区
北側部分の 16ha の区画整理工事が第 2 工区と
して、平成 31 年 10 月に完成予定と成っていま
す。 
現在の状況ですが、第 1 工区は、基盤造成、

西側調整池の工事を実施中。第 2 工区は抜根作
業、表土の剥ぎ取り作業を実施しています。 
 地区外排水路、祢津東川の整備につきまして
は、測量・設計が完了し平成 30 年 3 月から準用
河川部分の最下流 30ｍの工事を実施し、その後
上流部分についても、平成 30 年、31 年度で河
川改修を実施します。 
 農地中間管理機構への農地貸付けにつきまし
ては、平成 29 年 11 月末時点で、面積ベースで
全体の 97％（29.7／30.4ha、地権者 133／145
人）となっており、引き続き残りの地権者と交
渉を進めているところでございます。 
また、栽培者は応募者の選考の結果、市内の

５名のワイン農家を選定し、新規就農者の受け
皿である信州うえだファームを加えた６名の栽
培者が決定しました。 
現在の湯の丸高原施設整備の状況につきまし

ては、全天候型 400ｍトラック、800ｍ林間ジョ
ギングコース、トレイルランニングコースの整
備、自然学習センターの改修が完了し、平成 29
年 11 月 18 日（土）に合同竣工式を執り行いま
した。 
キャンプ場までの通路につきましては、平成

30 年度引き続き整備を行い、キャンプ場の利用
が始まる平成30年6月下旬までに概ねの工事を
完了させる予定です。 
利活用策を検討しておりました湯の丸高原荘

につきましては、宿泊施設とするための改修工
事を実施しており、平成 30 年 3 月末の完了を予
定しております。 
屋内運動施設内に期間限定の特設プールを整

備する、屋内運動施設建設工事の実施設計が完
了し、現在、工事請負契約の手続き中です。 
工事は平成 30 年度より着手し、平成 31 年 6

月の完了を予定しております。 



備推進のための検討をしてまいります。 
 
②工事期間中の雨水対策につきましては、事業
区域中央部に仮設の排水路と土砂溜め池を設け
排水の分散を図り、特定の河川・水路に排水が
集中しないよう安全対策を講じます。また下流
への土砂流出防止対策として、御堂沢川と定津
院東側水路には仮設の砂防えん堤を設置しま
す。更に豪雨が予想される際には、工事業者が
監視体制をとることとなっています。今後も引
続き、地元推進委員、長野県と綿密な連絡調整
のもと、対策を進めると共に、住民への情報提
供に努めてまいります。 
 
③ご提案の樹木につきましては、個人所有のた
め、市として伐採することは困難であります。 

 高地トレーニング用プール施設誘致につきま
しては、引き続き国へ整備要望を、日本水泳連
盟とともに、行ってまいります。 
 
②工事期間中の雨水対策につきましては、事業
区域内に仮設の排水路等を設置したことにより
特定の河川・水路に排水が集中しないよう安全
対策が講じられたと考えます。引続き、地元推
進委員、長野県と綿密な連絡調整のもと、対策
を進めると共に、住民への情報提供に努めてま
いります。 
 
 
 
③当日回答のとおりです。 



６ 

東御～嬬恋線の緊急迂回道（奈良原西

側の道路）について 

 
 主要地方道東部嬬恋線は当市の主要
観光地である湯の丸高原への唯一の道
路であり、また奈良原区の生命線道路
でもあります。最近の想定を超える自
然災害や、大きな事故等で通行不能と
なる最悪のリスクを回避するための対
策を早急にとっていただきたい。数年
前まで市で行っていた林間迂回道の草
刈り、立木処理、枝払い、採石敷設等
を現在、奈良原区が単独で行っている
が、高齢化、費用面等で非常に大きな
負担となっている。 
市で全面対応して頂くか、補助金対

応して頂くか検討をお願いしたい。 
また長期的に対応できる迂回道路の

新設等についても検討されたい（旧湯
道の活用など）。 
 

建設課 

市では、週２回実施しております市内道路パ
トロールの中で、現状を確認しながらその都度、
対応を図ってまいりますので、引き続き、地域
の皆様の協力を頂きたいと存じます。なお、新
設の迂回路については現在のところ計画はござ
いませんのでご理解いただきたいと存じます。 

昨年は台風や豪雨で洗掘された道路の整備や
倒木処理、道路脇の草刈など実施いたしました。
今後も雪解け後の状況確認など実施し、引き続
き、週２回の市内道路パトロール等で、その都
度対応を図ってまいりますので、地域の皆様の
ご理解・ご協力を頂きたいと存じます。 
なお、新設の迂回路については現在のところ

計画はございませんのでご理解いただきたいと
存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 29 年度 まちづくり懇談会意見・要望等進捗状況（30年２月末現在） 

【和地区】 

番号 要望内容 担当課 当日回答 現状及び結果（30年２月末現在） 

１ 

和児童館の早期移設について 

 
 平成 26 年に和保育園跡地への移設方
針が、市教育委員会から示されてから 3
年を経過します。平成 28 年度に小学校
の長寿命化計画が策定され、29 年度にお
いて建設場所の確認に向けた動きに、地
元は期待を寄せています。 
早期移設に向けた具体的な計画・スケジ
ュール等をお示しいただきたい。 
 なお、現施設については、隣接する公
園広場などと一体化の中で周辺区の絆
を深めたり、活性化を図れるような施設
（例えば災害避難所、運動交流広場、高
齢者交流施設など）としての活用を望み
ます。 

教育課 

和児童館の移設については、小学校の長寿命
化計画にあわせて、体育館の課題も含めて検討
するとお伝えしてきたところです。 
昨年度末に学校施設の長寿命化計画の策定が

完了したところでありますので、今年度中に、
体育館の構造や建設場所の整理、確認をし、来
年度において、建設のための検討委員会を立ち
上げ、具体的な計画やスケジュールの作成、及
び現在の児童館の跡利用についても、あわせて
検討して参りたいと考えています。 

和児童館の移設については、当初お示しした
とおりであり、来年度につきましては、建設検
討委員会を開き、進めて参ります。 

２ 

県道大屋停車場・田沢線の安全対策に

ついて 

 
 本道路については危険箇所が多く、い
つ大きな交通事故が起きてもおかしく
ない状態にある。サンライン下大川交差
点から国道 18 号線の間、市道との交差
点は何カ所かあるが横断歩道が一つも
ない。基本的には管理者である県の改良
事業と理解するが、特に交通弱者を守る
ため、市として早急に次の安全対策をお
願いしたい。 
①曽根の七つ角交差点に歩行者保護
の為の横断歩道等を設置されたい。
通学児童あるいはゴミステーショ
ンを利用する高齢者等の事故の危
険性が高く通行車両もかなり多い。 

②東深井の美容室前からサンライン
下大川交差点まで道路が狭隘のう
え側溝に蓋のない箇所がかなりあ

①、③生活
環境課 
②、④建設
課 

①七つ角交差点の横断歩道設置につきまして、
平成 26 年度に警察と立会いを行いましたが、
交通が複雑で歩行者を認識しづらいこと、ま
た、歩行者の安全な待機場所が確保できない
ことから、設置は不可能と回答されておりま
す。 
現状では、通行車両及び横断者への注意喚起
を促すために、桃太郎旗や立て看板の設置等
により対応いたします。 
 

②県道大屋停車場・田沢線につきましては、全
線の道路改良工事を毎年要望しております。
ご指摘の箇所につきましても、上田建設事務
所と現場を確認して、要望していきます。 

 
③カーブをしている県道を走行する車両が優先
と分かる道路標示やカーブミラーの設置等の
安全対策を、県へ要望いたします。 

 
④につきましても、毎年上田建設事務所に道路
改良に合わせて歩道設置の要望をしていま

① 地元区長及び安協関係者と現地立会いを行
い、車両への減速と、交差点の注意喚起を促
す、立て看板の設置を行いました。 
横断歩道の設置について、上田警察署に要

望いたしました。上田警察署からは、交通が
複雑であり、横断する歩行者が認識しづらい
ため横断歩道の設置は不可能との回答でし
た。 

 
②県道大屋停車場・田沢線につきましては、昨
年９月上田建設事務所に改良要望し、現場を
確認いたしました。現段階での実施の回答を
得られませんでしたので、引き続き要望して
いきます。 

 
③道路標示やカーブミラー等の設置について、
上田建設事務所に要望しました。 

 
④につきましても、昨年９月上田建設事務所に
道路改良に合わせて歩道設置を要望し、現場
を確認しました。現段階での実施の回答が得



り車両通行時において通学児童等
の足の踏み外しによる受傷及び交
通事故の危険性が高い。 

③東深井地籍、美容室前の変則四差路
は、国道 18 号線から曽根の七つ角
方向に右カーブして進行する車両
と、七つ角から西深井に直進する車
両の衝突の危険性が高い。見通しが
悪いうえに双方に明確な規制がな
い。 

④和郵便局から下大川黒沢アルミ建
材間の道路に歩道の設置を検討い
ただきたい。ここは曽根地区からの
本来の通学路であるものの歩道が
無いため、現在は遠回りして黒沢ア
ルミ建材から東に抜ける道路を通
学路としている。この道路は歩道が
なく狭いが交通量が少ないことか
ら使用している。 

す。今年度も設置の要望をいたします。 
 

られませんでしたので、引き続き要望してい
きます。 

 

３ 

空き家の対応について 

 
空き家が増加の傾向にあり、周辺の生

活環境に少なからず支障が生じていま
す。市ではすでに空き家実態調査を実施
するとともに空き家バンク事業も進め
られていますが、特に「空き店舗や廃事
業所」については、転売等により所有者
や管理人情報などが乏しく、地元区とし
て苦慮しています。 
市では、管理条例制定に向けた研究を

進められているようであり、市として具
体的な対応をお願いしたい。 

 

建設課 

所有者等が特定できない管理不全な空き家に
ついては、その対応に相当の時間、手続きが必
要となりますが、このような案件の対応につい
ての情報収集や先進事例を研究してまいりま
す。 
また、今年度は、地域住民・学識経験者等で

構成する空家等対策協議会を立ち上げ、協議会
との協議により空家等対策計画を作成し、生活
環境に悪影響をもたらす管理不全な空き家（特
定空き家）の対策や空き家の利活用を推進して
まいります。 

所有者不明の空き家については、財産管理人
制度等の活用方法などについて、先進事例を踏
まえ、引き続き検討を進めていきます。 
平成 30 年３月に東御市空家等対策計画の策

定が完了し、30年度以降から特定空家と思われ
る建物の現地立ち入り調査を順次実施していき
ます。 
現地立ち入り調査の結果を受け、東御市空家

等対策協議会での協議により、特定空家等と認
定した空き家については、所有者に対して改善
に向けた指導・助言、勧告等の措置を行ってい
きます。 
また、空き家の利活用について、空き家バン

ク利用促進支援等、計画に沿って対策を図って
いきます。 

４ 

災害発生時における行動指針等の講

習会開催について 

 
１月の自治推進委員会で一応説明受

けました。避難に関する周知としてハザ
ードマップや市民カレンダーに災害種
別ごとの指定基準を示した避難場所等

総務課 

近年の集中豪雨被害などを鑑み、被害の危険
性が高まった場合や、小規模の災害が発生した
場合は、一次的な自主避難所として各区公民館
(集会所)を開設していただくこともあり得るた
め、１月の自治推進委員会でご説明いたしまし
た。また、土砂災害防止法による警戒区域の指
定を受けて、ハザードマップの作成や市民カレ
ンダーへの掲載により、周知を図っているとこ

引き続き、市における生涯学習出前講座や県
における県政出前講座等もご活用いただきなが
ら、毎年 9 月に全市を対象として、各区で行っ
ていただいている防災訓練において、災害発生
時の避難行動のシミュレーションが実践的で充
実したものとなるよう、区長の皆さんへの事前
説明会等の機会も通じ、周知を図ってまいりま
す。 



のマップ掲載もあります。 
 ただ、区長は毎年変わり、初めて区長
に着く方がほとんどです。そして区長に
就任して気になることはやはり災害時
の行動です。 
通り一遍の説明だけでは、頭に残りませ
ん。 
 区長就任後落ち着くなるべく早い時
期に、和地区の各区三役を対象とした災
害時の行動についての講習会を企画頂
きたい。災害発生時には、それなりに行
動せざるを得ないと思いますが、講習会
を受けていれば行動に対する意識も違
ってくると考えます。秋の防災訓練まで
では遅すぎると思います。 
 

ろです。 
 市では、防災・危機管理意識の向上を図るた
め、｢防災について｣の生涯学習出前講座を設け
ておりますので、ぜひご活用をお願いいたしま
す。さらに、県においても講義やグループワー
クを通じた実践型講座による県政出前講座を開
講しておりますので、ご活用いただければと考
えております。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成 29 年度 まちづくり懇談会意見・要望等進捗状況（30年２月末現在） 

【北御牧地区】 

番号 要望内容 担当課 当日回答 現状及び結果（30年２月末現在） 

１ 

八重原用水に関する観光化について 

 
八重原用水築造に生涯を捧げた「黒澤

嘉兵衛」屋敷の門は市の史跡にもなって
おり、門前には八重原用水が流れている
良い環境にある。将来八重原米の地域ブ
ランド化ＧＩ（地理的表示（ＧＩ）保護
制度）の登録に合わせ「八重原用水記念
館」を建設し、観光の目玉にする方向で
検討できないか。 

農林課、 
商工観光課 

八重原用水とそれに関連する施設を歴史的な
遺産として後世に伝えていくことは重要なこと
と認識しております。記念館建設のご提案もひ
とつの手法と思われますが、必要性については
関係者や地域の皆様と検討させていただきなが
ら研究してまいりたいと思います。 
商工観光課では、八重原台地の優れた眺望、

魅力ある農山村景観と歴史的資源を味わってい
ただくことを目的に、芸術むら公園に観光レン
タサイクルを開設しました。 
今後、八重原地域のサイクルマップづくりを

地域の皆さんと協働して進めて参りますので、
その際ご協議をお願い致します。 

八重原用水の記念館建設についてのご提案に
ついては、当日回答のとおりです。 
本年度の天空の芸術祭において、サイクリン

グイベント「スカイツアーズ」を企画した際、
八重原台地サイクルマップの作成を地域の皆様
へ提案しました。 
その際、地域の皆様からいただいたご意見を

反映し、八重原用水をはじめとする史跡などの
歴史的資源も掲載するサイクリングマップの制
作を進めているところです。 
本年のグリーンシーズン期には、来訪者の皆

様にご活用いただけるよう準備しているところ
です。 

２ 

御牧原台地にクラインガルテンの設

置について 

 
長野県農業試験場の特用作物試験場

の現在特にこれといった使われ方をし
ていない未利用地を借用或いは取得し
て、その土地を利用して「滞在型市民農
園」の設置を検討し、移住を考える子育
て世代を対象とした定住に向けた施策
に活用を考えられないか。 

農林課 

クラインガルテンにつきましては、滞在型市
民農園として、農業を行いながら余暇を楽しむ
ことを目的とした施設でありますので、直接、
定住促進を目的とした施設ではありませんが、
施設利用が定住に向けた機会となる可能性は多
いに期待できると考えています。 
ご提案に関連する市の取組みとしましては、

グリーンツーリズムの取組みとして、昨年度よ
り芸術むら公園内のコテージに滞在し、農作業
等を体験する事業を実施しております。 
農業者として移住・定住を希望している方に

は、鞍掛のサンファームとうみを活用した、農
業体験の受入れ体制を整備して対応をしている
ところでございます。 
今後も既存施設の実績などを検証し、定住を

視野に入れた農業体験希望者の需要等を見極め
ながら、更なる施設整備の必要性を検討してま
いります。 

当日回答のとおりです。 



３ 

北御牧庁舎の活用と周辺整備につい

て 

 
商工観光課、雇用創出協議会事務局の

移動、今後市民係の移動もあるのか、文
書館、児童クラブ、等の利用もありえる
のか、建物全体をどのように活用する計
画があるか。 
埋蔵物コンテナの移動跡地はどのよ

うな計画なのか。ブック童夢の今後はど
のように考えられるか。 
 

総務課 
市民課 
地域づく
り・移住定
住支援室、
生涯学習
課、 
教育課 

今後の支所市民係につきましては、事務取扱
いの状況等を踏まえながら、建物全体の利活用
計画と合わせ、検討してまいりたいと考えてお
ります。 
北御牧庁舎の空きスペースを改修し、１階に

は地域づくり活動の拠点として会議や物販など
が可能な多目的スペース「市民交流サロン」を
整備し、３階については、古文書等の史料を収
蔵し、閲覧が可能な文書館として整備し、平成
30年４月に開館する予定です。 
また、児童クラブとしての利用については、

北御牧庁舎２階の一部を利用する予定です。 
貯蔵物保管コンテナは、７月末を目途に収納

物を移転し、できるだけ早い時期にコンテナも
撤収いたします。 
跡地利用については、今後検討してまいりま

す。 
ブック童夢については、児童生徒のバスの待

合場所などとして利用されているところではあ
りますが、築 20年が経過し雨漏り等により老朽
化が進んでいること、また、構造上、改修には
多くの費用がかかることから、施設の閉鎖をし
ていきたいと考えています。 

支所市民係は、支所における業務取り扱い状
況を踏まえた検討の結果、平成 30年３月末をも
って廃止といたしました。 
市民交流サロン（１階）と文書館（３階）は

平成 30年４月４日より利用が可能となります。 
北御牧児童クラブは平成 29 年 7 月 28 日に開

設し、北御牧庁舎２階第３会議室を中心に、み
まき未来館も利用しながら運営しております。
現在４名が利用し、来年度の利用者も 19名の申
し込みがあることから、今後、児童クラブが定
着していくものと考えております。 
埋蔵物コンテナの撤収は完了いたしました。

跡地利用については、引き続き検討してまいり
ます。 
ブック童夢は、老朽化に伴う修繕費及び今後

の維持費がかかることから、読書施設運営委員
会において施設の閉鎖を決定し、利用者や児童
館への周知をしているところでございます。閉
鎖する期日は３月の学校休業日からとしており
ます。 

４ 

小学校単位の地域づくりについて 

 
身近で地域住民の連帯感がある地域

を単位に、住民自ら考え行動する組織と
して市内各地区に組織が発足し、市でも
力を入れて支援していただいており、感
謝しているところです。 
しかしながら、その組織は人的、財政

的にも脆弱で地域の主体となって地域
課題を解決するにはまだまだ程遠いの
が現状です。 
組織の役員のなり手がなかなかいな

い中で、過重な負担と自己犠牲を強いら
れているのが現状であります。また財政
的にもきわめて脆弱であり、現状でも必
要な予算が確保出来ていません。市の財
政支援措置は 5 年間との事で、５年を過
ぎると地域づくり推進交付金への移行

地域づく
り・移住定
住支援室 

財政面の支援については、本年度から新たな
交付金として、地域の自主性及び自立性を尊重
した地域に裁量ある「地域づくり推進交付金」
を創設しましたので、地域の創意工夫の基ご活
用いただきたいと考えております。また、多額
な予算が必要な場合には、県の元気づくり支援
金や市の地域づくり活動補助金をご活用くださ
い。 
人的面については、引き続き、地域づくり支

援員及び地域づくりサポーターによる支援を継
続し、地域づくりが円滑に進むようお手伝いを
させていただきます。 

当日回答のとおりです。 



など一定の配慮をいただいていますが、
地域づくりを積極的に進めるには交付
金額が極めて小額であり、不十分であり
ます。 
引き続き財政面、人的面含めて強固な

支援継続を強く望みます。 
 

５ 

地域づくりの担い手やリーダーの育

成強化について 

 
（1）多様化する市民要望を行政サー

ビスだけで対応するのは限度がありま
す。 
「自助、共助、公助」の視点から市民、
地域、行政がそれぞれの力を発揮して行
かなければなりません。そのための地域
のリーダーとなるべき人の養成は急務
だと思います。「自分の生活を守るのに
精いっぱいで地域の事を考える余裕が
ない」、「必要性は理解していても自分で
は無く、誰かがやればよい」といった考
え方が大勢かと思います。協働に対する
考え方や人づくりの学習機会がまだま
だ希薄と思いますが、更なる充実を強く
望みます。 
（2）少子化により児童数が激減し、小
学校でも１学年１クラス、集落でも同学
年の友達が１人もいないといった状態
になっており、子ども達が異年齢の子ど
も達に接する機会が減少しています。上
級生が下級生の面倒を見たり、指導する
ことは子ども達の健やかな成長にとっ
て欠かすことの出来ない事です。市でも
ジュニア野外体験学校などを開設して
いますが、ジュニアリーダー養成講座の
開設など、更なる積極的な対応を望むも
のです。 
 

（1）地域
づくり・移
住定住支援

室、 
生涯学習課 
（2）教育

課 

（1）協働のまちづくりを推進していくために
は、ご指摘のとおり、地域づくりへの市民参加
を促すとともに、地域づくりの担い手やリーダ
ーを育成していかなければなりません。そのた
めの市民に対する意識啓発や学習機会として、
生涯学習出前講座での協働研修の開催や未来塾
による担い手の育成を行っております。本年度
は、第２期未来塾を開講する予定でおりますの
で、地域のみなさんの積極的なご参加を期待し
ております。 

 
（2）市では、子どもフェスティバルやジュニア
野外体験学校を実施するとともに、各地区の育
成会事業や遊々クラブといった活動を支援して
おり、子ども達は、これらのイベントへの参加
を通じて、集団活動における上下の関係性や集
団での役割分担や負うべき責任を自然と経験し
ているところであり、このような体験がリーダ
ー育成にも繋がるものと考えます。 
現在行われている活動を大切にしたうえで、

活動内容の充実を図ることが望ましいと考えま
すので、地区の皆さんで検討し、提案していた
だきたいと存じます。市としましても協働事業
として、支援のあり方等を検討してまいります。 

 
 
 
 
 
（1）自らが考え行動でき、地域づくりにも繋
げることができる人材を育てることを目指
し、第２期とうみ未来塾の受講生を市内外問わ
ず広く募集しています。今後も地域づくりの担
い手やリーダーの育成に繋がるような生涯学習
講座及び出前講座を実施して参ります。 
 
 
 
 
 
（2）今年度、ジュニア野外体験学校や子ども

フェスティバルを実施したなかで、そして遊々
クラブでは 1 年間の活動を通して、異年齢によ
る団体行動の中で責任ある行動や自分の役割を
果たすなど、イベントを通じて様々な経験によ
り一回り大きく成長した姿を見ることができ、
リーダー育成に繋がる取り組みができました。 

 



６ 

北御牧グランド南側の空き地利用に

ついて 

 
この場所は、長野新幹線トンネル掘削

の土捨て場の一部として使用されて以
来、他の工事の資材置き場等に利用され
る以外は、ただ草むらになっているのが
現状で、景観が悪いばかりでなく、防災
上も危険である。 
また、グランドや体育館で大会がある

ときは、駐車場（旧テニスコート）や道
路で練習をしていることもあり大変危
険でもあります。 
そこで、この場所を大会等の練習用サ

ブグランドや駐車場等に整備してスポ
ーツ振興に活用してはどうでしょうか。
埋め土してから年数もたっており地盤
も落ち着いているのではないでしょう
か。草むらにしておくだけでは勿体ない
と思います。 
 

総務課 

現在、ご指摘の場所につきましては、スポー
ツ大会開催時の駐車場や北御牧地区の夏祭りの
際の花火の打ち上げ場所、大雪時の雪捨て場等
として多目的に利用している現状を踏まえ、当
面現状での利用にご理解をお願いします。 
また、景観対策及び防災や不法投棄等を防止

するため、草刈を実施し適正な維持管理に努め
て参ります。 

利用方法につきましては、当日回答のとおり
でありますが、不法投棄禁止の看板設置や草刈
の実施により適正な維持管理に努めておりま
す。 

 
 
 
 
 

 


